


１ 許可申請書の概要 
 

(1)特定施設設置（変更）の理由及び内容 

   3課 FE78工場で生産するMDOの生産量増加およびFE73工場で生産するCMXとの併産

に伴う特定施設変更許可申請である。 

 
 
 

(2) 排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変らず）の場合はその理由 
FE73,78工場でのCMX生産量の増加およびCMXとの併産を行うため、FE73,78工場での

排水量増加とCOD負荷の最大量が増加する。そのため、排水負荷に余裕のある2課 F

C22工場の排水負荷基準値を相殺して、それぞれ変更を行う。したがって、大分工

場全体の排出水には変動しない。 

 

 
 
２ 工場又は事業場からの排水経路並びに工場又は事業場の排水口の位置及び数 
 
    (1) 排水経路  

別図１、２のとおり 
 
  (2) 排水口の位置及び数 

    別図３のとおり 

  
























